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【終了しました】第68回全国植樹祭お⼿植え⽊移植及び御製碑等設
計・施⼯業務プロポーザルの実施について

本プロポーザルは終了しました。
 

第68回全国植樹祭の開催意義を後世に伝えるため、天皇皇后両陛下がお⼿植えされた苗⽊を移植地に移植す
るとともに、⼤会に寄せて天皇陛下が詠まれる「御製」の碑を設計・施⼯し、御製碑周辺の整備を⾏うこと
としています。この業務を委託する事業者を公募型プロポーザル⽅式により選定します。

 

１ 業務名
 第６８回全国植樹祭お⼿植え⽊移植及び御製碑等設計・施⼯業務

 

２ 参加資格
 (1) 単独企業による参加の場合

 以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
 ア 富⼭県内に本店、⽀店または営業所を有すること。

 イ 営業に関し許可または認可を必要とする場合において、これを得ていること。
 ウ 富⼭県の発注する建設⼯事の造園⼯事の⼊札参加資格を有する者であること。
 エ 地⽅⾃治法施⾏令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規程に該当しない者であること。

 オ 参加申込書提出⽇において、富⼭県知事から指名停⽌を受けていないこと。
 カ 会社更⽣法（平成14年法律第154号）第17条の規程に基づく更⽣⼿続開始の申し⽴て及び⺠事再⽣法

（平成11年法律第225号）第21条の規程に基づく再⽣⼿続開始の申し⽴てがなされていない者であること。
 キ 富⼭県暴⼒団排除条例（平成23年富⼭県条例第４号）第６条に規定する暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴

⼒団員と密接な関係を有する者でないこと。
 ク 富⼭県の県税の納税義務を有する者にあっては、参加申込書の提出⽇現在において、当該県税の未納が

ない者であること。
 

(2) 共同企業体（ＪＶ）による参加 の場合
 以下の条件をすべて満たしていなければなりません。

 ア 構成員のいずれかが上記(1)アの条件を満たしていること。
 イ 構成員のいずれかが上記(1)イの条件を満たしていること。
 ウ 構成員のいずれかが上記(1)ウの条件を満たしていること。
 エ すべての構成員が上記(1)エ〜クの条件を満たしていること。

 オ 各構成員が、本プロポーザルに参加する単独企業⼜は他の共同企業体の構成員ではないこと。
 

３ 必要書類の提出
 以下の添付ファイルをご確認下さい。

 

開催報告

⼤会の概要

⼤会テーマ・シンボルマーク等

関連⾏事

富⼭県実⾏委員会

各種計画

お⼿植え・お⼿播き樹種

イベント情報

全国植樹祭だより

開催に向けた取り組み

苗⽊のホームステイ

⼀般参加者募集

⼊札情報

シンボルマーク等の使⽤に
 ついて

寄附者⼀覧

富⼭県・会場へのアクセス

よくある質問

お問い合わせ

関連リンク⼀覧

http://www.68syokujusai-toyama.jp/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/bid/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/bid/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/held.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/theme.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/event/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/commission/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/plan.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/outline/oteue.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/info/event/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/info/magazine/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/info/deal/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/info/homestay/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/info/participant/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/bid/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/mark.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/business/donation.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/contact/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/contact/faq.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/contact/form/
http://www.68syokujusai-toyama.jp/link/


Copyright(c) 第68回全国植樹祭富⼭県実⾏委員会 All rights reserved.

４ スケジュール
 ① プロポーザルへの参加申込書の提出期限   平成２９年１０⽉１６⽇（⽉）

 ② 質問書の受付期限             平成２９年１０⽉２０⽇（⾦）
 ③ 企画提案書の提出期限           平成２９年１１⽉ ２⽇（⽊）
 ④ 審査会                  平成２９年１１⽉中旬

 ⑤ 審査結果の通知・公表、契約の締結     平成２９年１１⽉下旬（予定）
 

５ 書類の提出及びお問い合わせ先
 〒930－8501 富⼭県富⼭市新総曲輪１－７

 第６８回全国植樹祭富⼭県実⾏委員会事務局
 （富⼭県農林⽔産部森林政策課全国植樹祭推進班内）

 電話 ０７６－４４４－３５５９  ファクシミリ ０７６－４４４－３３９０
 メールアドレス 68syokujusai※esp.pref.toyama.lg.jp

 （※を＠に置き換えてください）
 

01 実施要領［PDF：351KB］
02 （別紙１）仕様書［PDF：257KB］
02-1 位置図［PDF：669KB］
02-2 設置場所の概要［PDF：756KB］
02-3 設置場所平⾯図［PDF：128KB］
02-4 先催県御製碑の建⽴状況［PDF：287KB］
03 （別紙２）企画提案書等作成要領［PDF：241KB］
03-1 作成要領（様式1〜6・参考様式含）［DOCX：38KB］
03-2 作成要領（様式7〜8）［DOCX：23KB］

お問い合わせ先
 富⼭県農林⽔産部森林政策課全国植樹祭推進班

 〒930-8501 富⼭県富⼭市新総曲輪1番7号
 TEL076-444-4077 FAX076-444-3390

当HPへのリンクについて

サイトポリシー

http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file1_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file2_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file3_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file4_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file5_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file6_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file7_0233.pdf
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file8_0233.docx
http://www.68syokujusai-toyama.jp/media/file/contents/file9_0233.docx
http://www.68syokujusai-toyama.jp/policy/link.html
http://www.68syokujusai-toyama.jp/policy/
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第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務 

委託業者選定プロポーザル実施要領 
 

１ 趣旨 

 第 68回全国植樹祭の開催意義を後世に伝えるため、天皇皇后両陛下がお手植えされ

た苗木を移植地に移植するとともに、大会に寄せて天皇陛下が詠まれる「御製」の碑

を設計・施工し、御製碑周辺の整備を行うこととしています。この業務を委託する事

業者を公募型プロポーザル方式により選定します。 

 

２ 委託業務の概要 

(1) 業務名 

 第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務 

(2) 業務内容 

「第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務委託仕様書」（別

紙１）（以下「仕様書」という。）のとおり 

(3) 委託期間 

 委託契約締結の日から平成 30年３月 16日（金）まで 

(4) 委託費用 

14,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

ただし、既存施設の移設等は除きます。 

(5）用語 

 本プロポーザルに関する用語の内容は、以下のとおりです。 

  ア 御製（ぎょせい）    …天皇陛下がお詠みになった詩歌のこと 

  イ 御製碑（ぎょせいひ）  …御製が彫られた石碑のこと 

  ウ 碑文（ひぶん）      …御製の由来などに関する説明文のこと 

  エ 説明碑（せつめいひ）  …碑文が彫られた石碑のこと 

  オ 配置図（はいちず）   …お手植え木の樹種や配置を示したもの 

  カ 配置碑（はいちひ）   …配置図が彫られた石碑のこと 

  キ 配置板（はいちばん）  …配置図が記載された板（鋼板等）のこと 

 

３ 事務局 

〒９３０－８５０１ 富山県富山市新総曲輪１－７ 富山県庁本館４階 

第６８回全国植樹祭富山県実行委員会事務局 

（富山県農林水産部森林政策課全国植樹祭推進班内） 

電話 ０７６－４４４－３５５９ ファクシミリ ０７６－４４４－３３９０ 

メールアドレス 68syokujusai@esp.pref.toyama.lg.jp 

 

４ 委託契約候補者の選定方法 

本業務の委託契約候補者（以下「委託候補者」という。）の選定は、公募型プロポ

ーザル方式により行います。具体的な手続き及び実施方法等については、以下に記載

のとおりとします。 

なお、採択された企画提案書の内容は、委託候補者と第68回全国植樹祭富山県実行

委員会（以下「実行委員会」という。）間の協議により変更または修正する場合があ

り、委託候補者の提案どおりに実施するとは限りません。 
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５ スケジュール（予定） 

内     容 時   期 

① 実施要領の公表及び質問受付開始 平成 29年 10月５日(木) 

② プロポーザルへの参加申込書提出期限 平成 29年 10月 16日(月) 

③ 実施要領等に関する質問書の受付期限 平成 29年 10月 20日(金) 

④ 質問に対する回答 平成 29年 10月 25日(水) 

⑤ 企画提案書等の提出期限 平成 29年 11月２日(木) 

⑥ 審査会 平成 29年 11月中旬 

⑦ 審査結果の通知・公表、契約の締結 平成 29年 11月下旬 

⑧ 御製碑等の完成 平成 30年３月 16日(金) 

 

６ 本プロポーザルへの参加資格 

 (1) 単独企業による参加の場合 

以下の条件をすべて満たしていなければなりません。 

ア 富山県内に本店、支店または営業所を有すること。 

イ 営業に関し許可または認可を必要とする場合において、これを得ていること。 

ウ 富山県の発注する建設工事の造園工事の入札参加資格を有する者であること。 

エ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規程に該 

当しない者であること。 

オ 参加申込書提出日において、富山県知事から指名停止を受けていないこと。 

カ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規程に基づく更生手続開始 

  の申し立て及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規程に基づく 

再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。 

キ 富山県暴力団排除条例（平成 23年富山県条例第４号）第６条に規定する暴 

力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

ク 富山県の県税の納税義務を有する者にあっては、参加申込書の提出日現在に 

おいて、当該県税の未納がない者であること。 

(2) 共同企業体（ＪＶ）による参加の場合 

以下の条件をすべて満たしていなければなりません。 

ア 構成員のいずれかが上記(1)アの条件を満たしていること。 

イ 構成員のいずれかが上記(1)イの条件を満たしていること。 

ウ 構成員のいずれかが上記(1)ウの条件を満たしていること。 

エ すべての構成員が上記(1)エ～クの条件を満たしていること。 

オ 各構成員が、本プロポーザルに参加する単独企業又は他の共同企業体の構  

成員ではないこと。 

 

７ 参加申込書の提出 

(1) 提出期限 

平成 29年 10月 16日(月) 午後５時（必着） 

(2) 提出書類 

  別紙２「第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務プロポー

ザル参加申込書及び企画提案書等作成要領」（以下「作成要領」という。）に記載の
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とおりとします。 

(3) 提出方法 

 持参又は郵送により提出してください（郵送の場合は提出期限までに必着のこと）。 

なお、持参による場合の受付時間は、土曜、日曜及び祝日を除く平日の午前９時

から午後５時までとします。また、郵送で提出した場合は、必ず電話で到達確認を

行ってください。 

(4) 提 出 先 

 「３ 事務局」に同じ 

(5) 参加資格の審査 

ア 上記(2)の提出書類を提出した参加希望者に対し、参加資格があることの審査

を行います。 

イ 審査結果はすべての参加希望者に通知します。参加資格を満たしていると判

断された者には、企画提案書等の提出を要請します。（下記９「企画提案書等の

提出」を参照のこと。） 

ウ 審査の結果については異議の申し立てをすることはできません。ただし、前

記イの通知を受けた者のうち、参加資格がないと判断された者については、通知

をした日の翌日から起算して７日以内に、書面によりその理由についての説明

を求めることができます。 

(6) 参加の辞退 

参加申込書（様式１又は２）を提出した後、諸事情によりやむを得ず参加を辞退

する場合は、速やかに参加辞退届（様式３）を提出してください。 

 

８ 質問の受付及び回答 

本実施要領及び仕様書並びに企画提案書作成に関する質問を次のとおり受け付け、

回答をすべての参加者にファクシミリで送付します。 

ただし、デザイン、設置方法など、提案内容や技術に関わる部分等を周知されるこ

とにより、参加者の権利、競争上の地位その他正当の利益を害するおそれがあるもの

については、当該質問者のみに別途回答します。 

(1) 質問提出期間 

公告の日から平成 29年 10月 20日(金) 午後５時（必着）まで 

(2) 提出様式 

任意の様式とします。 

(3) 提出方法 

  持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出するものとし、

郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出した場合は、必ず電話で到達確認を行っ

てください。 

(4) 提出 先 

  「３ 事務局」に同じ。  

(5) 回答期日 

 平成 29年 10月 25日(水)まで 

(6) 留意事項 

ア 電話や来訪による口頭での質問及び提出期限後の質問は受け付けません。 

イ 質問は当該業務に係る内容や応募手続きに関する事項に限るものとし、提

案書の審査に関する内容や他の事業者の提案状況及び企画・積算に関する内
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容等は受け付けません。 

 

９ 企画提案書等の提出 

(1) 提出期限 

  平成 29年 11月２日(木) 午後５時（必着） 

(2) 提出書類  

 別紙２「「第 68 回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務プロポ

ーザル参加申込書及び企画提案書等作成要領」に記載のとおりとします。 

(3) 提出方法 

持参又は郵送により提出してください。なお、持参の場合の受付時間は、土曜、日

曜及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとします。また、郵送で提出し

た場合は、必ず電話で到達確認を行ってください。 

(4) 提 出 先 

  「３ 事務局」に同じ 

(5) 提案書の内容 

  別紙１「第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務委託仕様 

書」に記載の「５ 業務内容及び基本仕様」のうち、提案の対象とする業務は以下

のとおりとします。 

・仕様書５(1) 御製碑等の加工及び設置 

・仕様書５(2) お手植え木の移植及び移植地周辺の整備 

・仕様書５(3)  歩道及びアプローチの設置 

なお、提案書作成にあたっては、下記 11「審査の観点」を参照してください。 

(6) 失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とします。 

ア 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 

イ 本実施要領等の条件を満たさない場合 

ウ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

エ 審査の公平性に影響を与える行為、又はその疑いのある行為をした場合 

(7) 留意事項 

ア 一参加者（法人）につき提出できる提案書は１件までとします。 

イ 提出期限締切後の企画提案書等の書類の変更、差し替え若しくは再提出は認 

めません。ただし、誤字・脱字等の軽微なものは除きます。 

ウ 提出された企画提案書等の書類は、採用の有無にかかわらず、返却しません。 

エ 企画提案書の著作権は提案者に帰属します。ただし、委託候補者の選定を行 

う作業に必要な範囲内で実行委員会が複製することがあります。また、委託先 

に選定された提案者の提出書類については、実行委員会又は富山県が必要と認 

める場合には、その一部又は全部を無償で使用できるものとします。 

   オ 実行委員会が必要と認める場合は、提出された企画提案書の内容について、

補足説明や追加資料の提出を求める場合があります。 

 

10 企画提案書等の審査方法 

提出された企画提案書等に基づき、別に設置する第68回全国植樹祭お手植え木移

植及び御製碑等設計・施工業務委託プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）

の審査により選定します。審査は、評価基準に基づき評価採点し、最も高い評価を
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得た者１者を本業務の委託候補者として選定します。 

 

11 審査の観点 

特に下記の項目に配慮した企画提案書を作成してください。 

項  目 内   容 

ア デザイン性 

・御製碑設置の趣旨に合った格調高いデザインであるか。 

・御製碑のサイズ及び設置位置は適切であるか。 

・説明碑及び配置碑（板）の材質・サイズ・位置は適切か、

また御製碑とのバランスはとれているか。 

・御製碑、説明碑、配置碑（板）、お手植え木、周囲の生垣、

歩道及びアプローチ等、全体の配置バランスはとれている

か。 

・御製碑を中心として大きさのバランスはとれているか。 

イ 調和性 
・御製碑やお手植え木等の全体が、周辺の景観と調和してい

るか。 

ウ 耐久性、維持管

理性の容易さ、安

全性 

・御製碑、説明碑、配置碑（板）は、永続的に設置するもの

として十分な耐久性があるか。維持管理は容易であるか。 

・気候条件（積雪・強風等）や自然災害等への備えが十分考

慮されているか。 

・施設利用者への安全性に配慮したユニバーサルデザインで

あるか。 

エ 価格 

・見積価格が予算の範囲内であるとともに、見積価格に比し

て提案内容は妥当か、また、施工後の維持管理費を含めた

トータルコスト縮減への配慮がなされているか。 

 

12 委託候補者の選定及び審査結果の通知 

審査結果については、すべての参加者へ通知するほか、委託候補者を第 68回全国植

樹祭公式ホームページ（http://www.68syokujusai-toyama.jp/）に掲載します。なお、

参加者からの問い合わせには応じません。 

審査内容は公表しません。 

参加者は、審査結果について異議申し立てをすることはできません。 

委託候補者を選定した後、提案内容を適切に反映した仕様書を作成するために、業

務の具体的な実施方法等についての提案を求めることがあります。 

 

13 契約の締結 

審査の結果、委託候補者に選定された者と協議を行い、業務の実施に関する事項等

について合意できた場合に、富山県会計規則（昭和 62年富山県規則第 17号）に定め

る随意契約の手続きに準じて契約を締結します。 

なお、委託候補者との協議が整わない場合は、上記 10の審査において総合評価が

高い者から順に協議を行います。 

 

14 その他の留意事項 

(1) 上記７の参加申込書の提出をもって、本実施要領の記載事項を承諾したものとみ

http://www.68syokujusai-toyama.jp/
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なします。 

(2) 企画提案書等提出書類の作成・提出にかかる諸経費は、参加者の負担とします。 

(3) 委託契約締結後、公益社団法人国土緑化推進機構や中央官庁等と協議を行うため、

その結果を踏まえ、修正を求める場合があります。 

(4) 提案は未発表のものに限ります。 

(5) 原則として提出された企画提案書等提出書類は返却しません。 

(6) 選定された企画提案書の提案内容が、実際の設計にそのまま採用されるものでは

ありません。 

 

15 本件についての問い合わせ先 

  「３ 事務局」に同じ 



別紙１ 

第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務 

 

２ 業務の目的 

  本業務は「かがやいて 水・空・緑のハーモニー」を大会テーマに行われた「第 68回全

国植樹祭」の開催を末永く後世に伝えるため、大会時に天皇皇后両陛下がお手植えされた

苗木を移植するとともに、天皇陛下が大会に寄せて詠まれる「御製」の碑の建立及び御製

碑周辺を整備することを目的とする。 

 

３ 業務期間 

  契約日から平成 30年 3月 16日（金）まで 

 

４ 設置（施工）場所 

  富山県魚津市出字桃山 魚津桃山運動公園芝生広場ほか 

 

５ 業務内容及び基本仕様 

天皇皇后両陛下お手植え木の移植、御製碑の設置及びその周辺の整備、並びにこれらの

仕様は、以下のとおりとする。 

 (1) 御製碑等の加工及び設置 

  ア 御製碑 

   ① 材料は、富山県産自然石とする。 

② 大きさの目安は以下のとおりとするが、制限するものではない。 

  ・高さ 120cm～150cm程度（最も大きい部分の長さ） 

・幅  150cm～250cm程度（最も大きい部分の長さ） 

・奥行 60cm～120cm程度（最も大きい部分の長さ） 

③ 御製は縦書きで 6行（タイトル 1行、御製 5行）、31文字程度で平成 30年 1月上

旬に示される予定。 

④ 御製を彫り込む範囲は縦 80センチ横 110センチ以内とし、御製の表示方法は、次

のいずれかとする。 

・自然石に直接彫り込む方法 

・文字を彫り込んだ石材等を剥がれないように自然石に貼り付ける方法。 

⑤ 基礎砕石及び基礎コンクリート等により基礎を設置し、その上に御製碑を水平に

据え置くこと。 

 

  イ 説明碑 

   ① 耐久性に優れた石材を使用すること。 

② 大きさの指定はしないが、中心となる御製碑とバランスの取れた大きさ、形状と

すること。 

③ 文字の大きさは 3センチ程度で、縦書きで 18行、300～400字程度の予定で、文

面の内容は平成 30年 1月に別途指示する。 

④ 文字着色の有無は指定しないが、読み取りやすいデザインとすること。 
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⑤ 設置場所は御製碑の周辺とする。 

 

  ウ 配置碑又は配置板 

   ① 素材は指定しない（石材、鋼材を問わない。）が、耐久性に優れた素材であること。 

   ② 配置図にはお手植え木のレイアウト図、樹種名及びその解説（計 120文字程度）

を記載する。なお、お手植え樹種は、立山 森の輝き、コシノヒガン、ヒメコマツ、

コシノフユザクラ、キタコブシ、ホオノキの 6種類である。 

④ 設置位置は、御製碑、説明碑及びお手植え木とのバランスをみて配置すること。 

 

  エ その他 

    ① 御製及び碑文の内容は別途指示する。 

② 御製碑及び説明碑に「設計・施工業者名」を表示することはできない。 

③ 現地の気候条件（積雪、風雨等）や自然災害の発生を十分考慮し、将来にわたっ

て耐久性に優れた設置構造とすること。 

④ 設置後には、容易に持ち運べない構造とすること。 

   

 (2) お手植え木の移植及び移植エリア周辺の整備 

ア お手植え木の移植 

① 天皇皇后両陛下お手植えの苗木６本（樹種・樹高は下表のとおり）を移植するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② お手植え木は、事務局が指示する保管場所（施工場所から片道約 30～40ｋｍ）か

ら運搬し、移植すること。 

③ お手植え木は上記の保管場所で生分解性ポットに入れた状態で管理している。養

生を施して適切に運搬し、今後の活着に支障がないように最善な方法で移植するこ

と。 

④ お手植え木の将来的な樹冠形成及び周辺の景観に配慮し、庭園的な植栽配置とす

ること。 

⑤ 移植にあたっては、移植エリア全体を一律の高さに盛土はしないが、必要に応じ

てマウンドを築くなど、苗木の生育や移植エリア全体の修景性に配慮すること。 

⑥ 苗木の折損等を防ぐため、支柱等を設置すること。 

⑦ 移植エリアの面積は 280㎡程度とする。 

 

  イ 生垣 

① お手植え木移植エリアを囲むように、地上高 0.8m程度の低木を列植すること。た

だし、移植エリア後方部については既存の生垣を利用すること。 

② 樹種は指定しないが、周辺の景観及び植生等と調和したものとすること。 

 お手植え樹種 樹高 

天皇陛下 立山 森の輝き 1.7～2.0m程度 

 コシノヒガン 1.2～1.5m程度 

 ヒメコマツ 1.4～1.7m程度 

皇后陛下 コシノフユザクラ 1.3～1.6m程度 

 キタコブシ 2.4～2.7m程度 

 ホオノキ 2.3～2.6m程度 
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③ 人が容易に侵入できない構造とすること。 

 

(3) 歩道及びアプローチエリア 

① サッカー等の競技スペースとの緩衝帯とするため、南側の芝生広場入口から御製

碑設置場所の前面に歩道及びアプローチエリアを設置すること。 

② 歩道及びアプローチエリアの面積は 90㎡程度とする。 

③ 歩道の幅員は 1.5～1.8m程度とする。 

④ 歩行者及び車いす利用者が利用しやすい構造とすること。 

⑤ 埋設物や既設排水工等の施設構造物に影響を与えないこと。 

⑥ 施設利用者の安全に配慮した構造であること。 

⑦ 当エリアのデザイン及び形状等は指定しない（直線的でなくてもよい）が、周辺

の景観と調和したものとすること。 

⑧ 当エリア内に存する a、b（パーゴラ）及び c（樹木）は撤去する。d（樹木）及び

e（東屋）は残すものとするが、移設等することが望ましいと判断される場合はこの

限りでない。 

 

 (4) 代表者記念植樹苗木の移植 

   ① 代表者記念植樹の苗木５８本を移植すること。 

② 苗木の樹種及び樹高は、上記(2)お手植え木とほぼ同程度である。 

③ 苗木は、上記(2)お手植え木と同じ保管場所で生分解性ポットに入れた状態で管理

している。養生を施して適切に運搬し、今後の活着に支障がないように最善な方法

で移植すること。 

④ 移植場所及び植栽配置は別途事務局から指示する。 

③ 苗木の折損等を防ぐため、必要に応じて支柱等を設置すること。 

 

６ 設計について 

(1) 格調高く、気品があり、行幸啓記念碑としてふさわしいデザインであること。 

(2) 設置場所周辺の景観と調和の取れたデザインであること。 

(3) 全体の設置向きは、おおむね北東方向が正面となる向きとする。 

(4) 現地の気候条件（積雪、風雨等）や自然災害の発生を十分考慮し、耐久性・安定性に

優れた構造とすること。 

(5) 多くの方が訪れる場所であるため、安全性に十分配慮したユニバーサルデザインとす

ること。 

(6) 維持管理が行いやすいものであること。 

 

７ 特記事項 

(1) 設置予定地には排水施設等が埋設されており、御製碑の設置や基盤整備等における掘

削においては、既存の施設の配置に注意すること。 

(2) 設置の際は、施設内の園路や芝生等を傷めることがないよう、敷鉄板及びゴムマット

等により十分な養生を図ること。 

(3) 施工にあたっては、魚津桃山運動公園の施設所有者である魚津市及び指定管理者であ

る公益財団法人魚津市体育協会と協議のうえ実施するものとし、併せて施設利用者等

の安全に十分配慮すること。 



 

魚津市

 

設置（施工）場所 
魚津桃山運動公園芝生広場 

北陸自動車道 

第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務委託仕様書 位置図 

北陸自動車道 
魚津 IC 



第68回全国植樹祭 御製碑の設置及びお手植え木の移植場所の概要
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御製碑正面

御製碑・説明碑・配置図



大会名
（開催年）

御製碑の設置状況

御 製
①大山の遠くそびゆる会場に　人らと集ひて苗植ゑにけり
②大山を果たてに望む窓近く　体かはしつついはつばめ飛ぶ

形 ・ 寸 法
①高さ1.72m×幅2.25m×奥行0.65m
②高さ1.30m×幅1.60m×奥行1.40m

石材の種類 自然石（鳥取県産　小野石（花崗岩））

仕様・工法 石材に直接彫り込み

設 置 場 所 式典会場の園内（とっとり花回廊）

御 製 十年前　地震襲ひたる　地を訪ね　ぶなの苗植う　人らと共に

形 ・ 寸 法 高さ1.82m×幅2.30m×奥行2.00m

石材の種類 自然石（新潟県産　安田産御影石）

仕様・工法 碑版（加工御影石）に文字彫り込みの上、埋め込み

設 置 場 所 お手植え会場（「川口きずな館」前広場）

御 製 父君の蒔かれし木より作られし鍬を用ひてくろまつを植う

形 ・ 寸 法 高さ1.90m×幅3.20m×奥行2.10m

石材の種類 自然石（石川県産　手取石）

仕様・工法 碑版（加工御影石）に文字彫り込みの上、埋め込み

設 置 場 所 式典会場の園内（木場潟公園）

御 製 山々の 囲む長野に 集ひ来て 人らと共に 苗木植ゑけり

形 ・ 寸 法 高さ1.50m×幅2.20m×奥行0.60m

石材の種類 自然石（長野県産　御嶽黒光真石）

仕様・工法 文字彫刻面を研磨した後、直接彫り込み

設 置 場 所 式典会場の敷地内（エムウェーブ）

御 製 深海の 水もて育てし ひらめの稚魚 人らと放つ 富山の海に

形 ・ 寸 法 高さ1.60m×幅2.50m×奥行0.70m

石材の種類 自然石（富山県産　安山岩（常願寺川産））

仕様・工法 文字彫刻面を研磨した後、直接彫り込み

設 置 場 所 放流会場の園内（海洋丸パーク）

長野大会
（平成28年）

海づくり大会
（平成27年)

先催県における御製碑の建立状況について

鳥取大会
（平成25年）

石川大会
（平成27年）

新潟大会
（平成26年）

御製及び御製碑の建立場所等
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第 68回全国植樹祭お手植え木移植及び御製碑等設計・施工業務 

プロポーザル参加申込書及び企画提案書等作成要領 

 

１ 参加申込書 

（1）提出期限  平成 29年 10月 16日（月）午後 5時（必着） 

（2）提出様式等 下表のとおり 
 

提出書類 形式 提出部数 様式 

① （単独参加の場合）プロポーザル参加申込書 Ａ４ 1部 様式 1 

② （共同企業体で参加の場合）プロポーザル参加申込書 Ａ４ 1部 様式 2 

③ プロポーザル参加辞退届 

   ※様式１又は２提出後に辞退する場合のみ 
Ａ４ 1部 様式 3 

④ 誓約書 Ａ４ 1部 様式 4 

⑤ 会社概要及び（実績がある場合）類似業務の実績 Ａ４ 1部 様式 5 

⑥ 業務の担当者（予定） Ａ４ 1部 様式 6 

⑦ 富山県が発行する納税証明書 Ａ４ 1部 － 

⑧（共同企業体で参加の場合） 

委託業務共同企業体協定書（写） 
Ａ４ 1部 (参考様式) 

※共同企業体の場合、④及び⑥の書類については、構成企業ごとに１部を提出願います。なお、

⑦については、納税義務を有する企業のみ提出願います。 

 

２ 企画提案書 

(1) 提出期限  平成 29年 11月２日（木）午後 5時（必着） 

(2) 提出様式等 下表のとおり 
 

提出書類 提出部数 様式 

表紙 15部 様式 7 

ア 設計説明書 15部 様式 8 

（添付資料）全体設計デザイン図 15部 任意 

（添付資料）御製碑等の図面 15部 任意 

（添付資料）使用する石材の写真(カラー) 15部 任意 

イ 業務実施スケジュール 15部 任意 

ウ 概算見積書  正本 1部、副本 14部 任意 

※企画提案書の形式は「Ａ４版」を基本とし、「全体設計デザイン図」及び「御製碑等の図面」

については、「Ａ３横版三つ折りの折り返し」で作成してください。 

※提出された書類は返却しません。 

※実行委員会が必要と認める場合には、追加資料の提出を求める場合があります。 

※企画提案書の著作権は参加者に帰属します。ただし、業務委託先として選定された参加者の

提出書類については、実行委員会又は富山県が必要と認める場合には、その一部又は全部を

無償で使用できることとします。 

※企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することがあります。 

※提案者（共同企業体の構成員を含む）を特定することができるような内容（具体的な社名等）

は記載しないでください。 
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(3) 記載内容 

 ア 設計説明書 

様式 8に具体的な提案内容を文章で記述してください。また、「全体設計デザイン図」「御

製碑等の図面」、「御製碑等として使用する石材の写真（カラー）」を添付してください。 

なお、「全体設計デザイン図」及び「御製碑等の図面」については、Ａ３横判三つ折りの

折り返しで作成してください。 

 

【全体設計デザイン図】 

・ 御製碑、説明碑、配置碑（板）、御製碑等の設置構造、お手植え木、生垣、歩道及びア

プローチ（これらを、以下「御製碑等」という。）を別紙１「第 68回全国植樹祭お手植

え木移植及び御製碑等設計・施工業務委託仕様書」に従い設計し、平面図及びパース図

（施工直後及び２０年後のイメージを表現したもの）を作成してください。 

・ 御製碑やお手植え木等の位置関係が分かるように寸法を表記してください。 

・ カラー又は色塗りをしたものとしてください。 

・ 各図面には、必ず縮尺・必要な寸法等を明示してください。 

 

【御製碑等の図面】 

・ 正面図・平面図・側面図・各種詳細図等を用いて、実物を忠実に表し、できるだけ分か

りやすく図示してください。  

・ 幅・奥行・高さ等の寸法及び縮尺を表記してください。 

・ 御製碑等の設置構造（基礎工事を含む）を明示してください。 

・ 御製や碑文を彫り込む位置、又は御製や碑文を彫り込んだ石材等を貼り付ける位置やイ

メージを明示してください。 

 

【使用する石材の写真（カラー）】 

・ 使用する石材にメジャー等をあてて、石材の幅・奥行・高さ等が確認できるカラーの写

真としてください。 

・ 使用する石材の表面の拡大写真（色や粒径等、石の状態が確認できるもの）を必ず添付

してください。 

 

  イ 業務実施スケジュール 

     

ウ 概算見積書 

以下の項目を参考に、本業務に関する全ての経費を提示してください。 

委託費の上限額は、14,000千円（消費税及び地方消費税を含む）とします。 

ただし、既存施設等の移設費等は除きます。 

・ 測量設計費 

・ 御製碑等設計・施工費（使用材料費、加工費、基盤工事費、設置費、運搬費等） 

・ お手植え木移植費（基盤整備費、運搬費、移植費、使用材料費等） 

・ 代表者記念植樹苗木移植費（運搬費、移植費、使用材料費等） 

・ 諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等） 

・ 消費税相当額 

・ その他、業務の実施に要する一切の経費 


